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清瀬市告示第３１１号 

 

建設工事等競争入札参加者の資格に関する公示 

 

地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の５第１項及び第１６

７条の１１第２項の規定に基づき、清瀬市が発注する建設工事等の請負契約（工事

の請負契約、設計、測量及び地質調査の委託契約並びに総トン数２０トン以上の船

舶(以下「船舶」という。)の製造及び修繕の請負契約をいう。）の一般競争入札

及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者（中小企業等協同組

合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合を除く。）に必要な資格

並びに資格審査のインターネットを利用した申請方法について次のように定めたた

め、同令第１６７条の５第２項および第１６７条の１１第３項の規定により告示す

る。 

 

令和３年１２月２８日 

 

清瀬市長 渋 谷 金太郎    

 

 

第１ 用語の定義 

この公示における用語の定義は、次による。 

１ 業種 

清瀬市が発注する建設工事等の種類について、別表２に定めたものをいう。 

２ 許可 

建設業法(昭和２４年法律第１００号)第３条第１項の規定に基づく建設業の

許可をいう。 

３ 経審 

建設業法第２７条の２３第１項の規定に基づき国土交通大臣又は都道府県知事

が行う経営事項審査をいう。 

４ 競争入札参加資格 

清瀬市が発注する建設工事等の請負契約についての競争入札に参加するための

資格をいう。 

この競争入札参加資格は申請者の施行能力に基づき、別表２に掲げた業種ごと

に等級を定め、併せて同一等級内において順位を定める。また、等級を定めない

業種にあっては、順位のみを定める。 

競争入札参加資格を得た者は、清瀬市における建設工事等競争入札参加資格の

有資格者として、競争入札参加資格者名簿に登録する。 

５ 登録申請 

競争入札参加資格を得て、競争入札参加資格者名簿に登録されることを目的と
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して、申請を行うことをいう。 

６ 共同運営電子調達サービス 

東京都内の区市町村等で構成される東京電子自治体共同運営協議会会員が、共

同で利用する東京電子自治体共同運営電子調達サービスをいう。 

７ 格付 

共同運営電子調達サービスが算出する競争入札参加資格の等級及び順位若しく

は順位のみ又はそれらを算出するための審査をいう。  

８ 決算日等 

(１) 決算日とは、次に掲げる日をいう。 

ア 法人 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第１３条に定める事業年度

（以下「事業年度」という。）の終了の日 

イ 個人 １２月末日 

(２) 決算月とは、(１)に定める決算日の属する月をいう。 

(３) 決算年度とは次に掲げるものをいう。 

ア 法人 事業年度 

イ 個人 (１)イの決算日以前１年間 

９ 審査基準日 

登録申請を行うに当たり、基準として定める日付をいう。登録申請は、申請日

の内容によると定めた項目を除き、この審査基準日時点における内容で行わなけ

ればならない。 

(１) 経審を必要とする業種に登録申請する者 

申請時において有効な経審の審査基準日(複数ある場合は審査基準日が直近の

もの)とする。 

(２) 経審を必要としない業種のみに登録申請する者 

申請時直近の決算手続が終了している決算日とする。 

１０ 審査対象事業年度 

審査基準日を含む決算年度をいう。 

１１ ＣＯＲＩＮＳ 

一般財団法人日本建設情報総合センターが構築した、官公庁工事実績情報データベ

ースをいう。 

１２ 資格有効期限 

登録申請を行った月の直前の決算月の翌月から１年８箇月の末日までとする。 

なお、資格有効期限後、さらに継続して競争入札参加資格の登録を希望する者

は、前回登録申請直後の決算月の翌月から（登録申請を行った月が決算月の場合

は、登録申請を行った翌月から）資格有効期限までに登録申請を行い承認されな

ければならない。 

１３ 適用年月日 

建設工事等競争入札参加資格の有資格者として、競争入札参加資格者名簿に登

録された日とする。 
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１４ 行政書士 

行政書士法（昭和２６年法律第４号）第６条第１項の規定による行政書士名簿

の登録を受けた者をいう。 

１５ 代理申請 

行政書士が、申請者に代わって、登録申請等を行うことをいう。 

第２ 競争入札参加資格の申請 

登録申請をしようとする者は、次により申請を行わなければならない。ただし、

第４の競争入札の参加者の資格のうち、第４の１の地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者は、申請を行うこと

ができない（なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のため

に必要な同意を得ている者は、同項の規定に該当しない者である。以下同じ。）。 

１ 申請者の区分 

登録申請を行うことができる者の区分は、次のとおりとする。 

(１) 単体企業等 

個人又は法人のほか、(２)に含まれない者(法人格を有するものに限る。)。 

(２) 事業協同組合 

中小企業等協同組合法第３条第１号に定める事業協同組合（以下「組合」と

いう。）をいう（組合の登録申請その他に関することは、清瀬市告示第３１２

号において定める。）。 

２ 申請の条件等 

競争入札参加資格については、次に定める必要な条件を備えていなければなら

ない。 

(１) 納税に関する条件 

法人の場合は、審査対象事業年度の法人税、法人事業税（地方法人特別税を

含む。以下同じ。）、消費税及び地方消費税、個人の場合は、審査対象事業年

度の所得税、消費税及び地方消費税を完納していなければならない。 

(２) 業種ごとの条件 

登録申請時に、清瀬市と契約する営業所において各業種ごとに別表２に記載

した登録申請に必要な条件等を満たしていなければならない。経審必要業種に

申請する場合、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に規定する適用事業、

健康保険法（大正１１年法律第７０号）及び厚生年金保険法（昭和２９年法律

第１１５号）に規定する適用事業所は、社会保険等（健康保険、厚生年金保険

及び雇用保険）に加入していることが前提となる。 

また、申請に当たり必要とする経審の種類の総合評定値Ｐ点を有していなけ

ればならない。 

(3) 同時に登録申請することができない業種 

次の表の左欄及び右欄に掲げる業種の組合せについては、同時に競争入札参

加資格を得ることができない。 
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 左欄 業種番号、業種名 右欄 業種番号、業種名 

組合せ 

その１ 

07 建築工事 

29 コンクリートプレハブ 

30 鉄骨プレハブ 

08 電気工事 

10 空調工事 

3101 ひき家 

 

09 給排水衛生工事 

3100 解体工事 

37 一般塗装 

38 橋りょう塗装 

組合せ 

その２ 

01 道路舗装工事 

03 河川工事 

05 下水道施設工事 

07 建築工事 

09 給排水衛生工事 

02 橋りょう工事 

04 水道施設工事 

06 一般土木工事 

08 電気工事 

10 空調工事 

11 建築設計 

12 土木設計 

13 設備設計 

14 測量 

15 地質調査 

第３ 申請方法 

１ 申請方法 

登録申請をしようとする者は、インターネットを利用して下記共同運営電子調

達サービスのサイトにアクセスし、画面上の申請書フォームに必要事項を入力し、

送信しなければならない。 

ホームページアドレス 

https://www.e-tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/cmn/tmg/cmn/jsp/indexQ.jsp 

２ 電子証明書の購入及び登録 

登録申請に当たっては、事前に電子入札コアシステム対応認証局より「ＩＣカ

ード電子証明書」を購入し、共同運営電子調達サービスへ登録することを必要と

する。行政書士に登録申請の代理を依頼するときも、同様とする。 

  ３ 申請に使用できる文字 

申請に使用できる文字は、ＪＩＳ第１水準及び第２水準とする。 

申請内容(人名、法人名等を含む。)においてこれ以外の文字を使用している場

合は、申請可能な他の漢字又はひらがなに置き換えて申請を行うこと。 

４ 必要書類の郵送 

申請に当たり下記に示した必要書類を提出すること。必要書類は送信後直ちに

申請時に指定されるあて先に郵送しなければならない。 

なお、必要書類が日本語以外の言語により表記されている場合は、日本語訳を

添付すること。 

・登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（発行日が申請日から３箇月以内である

もの） 

・財務諸表（審査対象事業年度及び前審査対象事業年度の決算によるもの） 

・身分証明書（発行日が申請日から３箇月以内であるもの） 

・登記事項証明書（発行日が申請日から３箇月以内であるもの） 

・法人事業税の納税証明書 

・納税証明書その１ 

（いずれも正本） 

５ 受付番号 

登録申請を行い承認された者については、１０けたの数字により構成される受
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付番号を付す。 

６ 受付票の印刷 

登録申請を行い承認された者は、第３の１に記載した共同運営電子調達サービ

スのサイトにアクセスし、建設工事等競争入札参加資格審査受付票（以下「受付

票」という。）を自ら印刷し、適用年月日以後使用することができる。ただし、

受付票に実印、使用印又は代理人印が押印されていないもの及び裏面に印鑑証明

書がちょう付されていないものは無効とする。 

第４ 競争入札の参加者の資格 

１ 清瀬市は、地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者を競

争入札に参加させることができない。 

２ 清瀬市は、競争入札に参加しようとする者が次のいずれかに該当すると認め

られるときは、その者について３年以内の期間を定めて競争入札に参加させない

ことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使

用する者についても、同様とする。 

(１) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は

物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

(２) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な

価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

(３) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたと 

き。 

(４) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定によ

る監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

(５) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

(６) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請

求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 

(７) (１)から(６)により競争入札に参加できないこととされている者を契約の

締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したと

き。 

３ 次のいずれかに該当する者は競争入札に参加できない。 

(１) 参加者若しくは参加者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係

者が参加者の経営に実質的に関与しているとき。 

(２) 参加者又は参加者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を

図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係

者を利用するなどしているとき。 

(３) 参加者又は参加者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を

供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力又は関与

しているとき。 

(４) 参加者又は参加者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難さ

れるべき関係を有しているとき。 
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(５) 参加者又は参加者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者であることを知り

ながら、これを不当に利用するなどしているとき。 

４ 競争入札参加資格の有資格者となった後に、競争入札参加資格の登録申請を

行うことができる条件を欠くこととなった者は競争入札に参加できない。 

第５ 競争入札参加資格の審査基準 

１ 競争入札参加資格の等級格付、順位等の決定 

競争入札参加資格は、個々の申請者が申請した各業種ごとに審査を行い、各業

種別に等級及び順位又は順位のみを定める。 

２ 等級区分と審査方法 

(１) 等級区分 

各業種における等級区分と順位は下記のとおりとする。 

業種番号、業種名 等級区分 

01 道路舗装工事 

03 河川工事 

05 下水道施設工事 

07 建築工事 

02 橋りょう工事 

04 水道施設工事 

06 一般土木工事 

ABCDE の 5 等級。 

同一等級内において順位を定める。 

08 電気工事 

10 空調工事 

09 給排水衛生工事 ABCD の 4 等級。 

同一等級内において順位を定める。 

上記以外の業種 等級を定めず、順位のみを定める。 

(２) 等級と順位を決定する業種の審査方法 

競争入札参加資格の審査は、各業種別に下記３に定める客観的審査事項及び

主観的審査事項を用いて行う。 

３(１)に定める方法により算出した客観等級及び３(２)に定める方法により

算出した主観等級により、当該業種の競争入札参加資格の等級を決定する。客

観等級と主観等級が一致した業種の等級はその一致した等級とし、相違した場

合は、いずれか低い方を当該業種の等級とする。 

同一等級内の順位については、３(１)で算出した客観点数の高いものを上位

とし順位付けを行う。 

なお、順位付けについては、共同運営電子調達サービスに登録申請を行い承

認された者すべてを対象として行う。 

(３) 順位のみを決定する業種の審査方法 

上記(２)と同じ方法により等級の決定及び順位付けを行った申請者を等級、

順位順に並べた後、等級と順位が最上位の者を１位として、等級を定めず降順

に順位付けのみを行う。 

(４) 同一客観点の申請者の順位の決定 

同一等級内において客観点が同じ点数となった申請者については、下記の優

先順位により順位付けを行う。 

ア 当該業種の完成工事（完成）高の高位順 

イ 自己資本額の高位順 
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ウ これによっても同位となる場合は、競争入札参加資格の受付番号の低位順

とする。 

(５) 等級順位等を得られない場合 

主観的審査事項における最高完成工事（業務）経歴がない業種の競争入札参

加資格については無格付とし、等級順位等を与えない。 

３ 客観的審査事項及び主観的審査事項 

(１) 客観的審査事項 

下記により業種別に算出した客観点数を別表１にあてはめ、客観等級を決定

する。 

ア 登録申請に経審を必要とする業種 

別表２において、各業種の登録申請に当たり必要としている経審の総合評定

値Ｐ点（申請に有効な審査基準日の審査結果が複数あるときは直近のものとし、

該当する業種が複数あるときは最も高い点数のもの）を客観点数とする。 

経審必要業種に申請する場合、雇用保険法に規定する適用事業、健康保険法

及び厚生年金保険法に規定する適用事業所は、社会保険等（健康保険、厚生年

金保険及び雇用保険）に加入していることが前提となる。 

 

※Ｐ点＝０．２５Ｘ１+０．１５Ｘ２+０．２Ｙ+０．２５Ｚ+０．１５Ｗ 

 

その他社会性等による点数(Ｗ) 

下記のＷ１からＷ９の合計した数値を別表１１(１０)にあてはめて得た評点

をＷとする。 

ア Ｗ１は、別表１１(１)１．経審を必要とする業種により算出した数値と

する。 

イ Ｗ２は、別表１１(２)により算出した数値とする。 

ウ Ｗ３は、別表１１(３)により算出した数値とする。 

エ Ｗ４は、別表１１(４)により算出した数値とする。 

オ Ｗ５は、別表１１(５)により算出した数値とする。 

カ Ｗ６は、別表１１(６)により算出した数値とする。 

キ Ｗ７は、別表１１(７)により算出した数値とする。 

ク Ｗ８は、別表１１(８)により算出した数値とする。 

ケ Ｗ９は、別表１１(９)により算出した数値とする。 

 

イ 登録申請に経審を必要としない業種 

下記４で定める経審不要業種の客観点数算出方法による点数とする。 

(２) 主観的審査事項 

下記アからウにより業種別に算出した主観点数を別表１にあてはめ、主観等

級を決定する。 

ア 最高完成工事（業務）経歴 
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申請者は、下記のすべての条件を満たす過去の最高完成工事（業務）経歴を、

発注者別（発注者区分は別表３のとおり。）に申請するものとする。 

①  施行内容が登録申請を行う業種に該当するものであること。 

②  申請者が審査基準日の属する月の末日以前７年間（業種番号０２橋りょ

う工事、０３河川工事、１９しゅんせつ埋立て、２５地下鉄工事について

は９年間）の間に完成させたものであること。 

③  申請者が指定地域(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木

県、群馬県。ただし、山梨県又は静岡県に本店を有する者は、この両県を

加える。)内において施行し、完成させたものであること。ただし、下記

の業種については指定地域の条件を除外する。 

 

 

指定地域内施行の条件を除外する業種（業種番号・業種名） 

11 建築設計 

14 測量 

21 潜かん 

25 地下鉄工事 

46 焼却設備 

55 送風機機械設備工事 

58 消化槽機械設備工事 

62 石綿処理 

12 土木設計 

17 船舶 

23 シールド工事 

43 水門門扉 

52 計装装置 

56 ばっ気槽散気設備工事 

59 ガス貯留設備工事 

97 パイプライニング 

13 設備設計 

19 しゅんせつ埋立て 

24 推進工事 

45 水処理装置 

53 沈砂池・沈殿池機械設

備工事 

57 汚泥脱水設備工事 

61 水道管更生工事 

99(15)ろ過層処理 

④ 都区市町村又は他官公庁(別表３のとおり)と契約した請負金額が２，５

００万円以上となる工事を申請する場合は、各業種別に定めたＣＯＲＩＮ

Ｓの工種(別表４のとおり)に登録されたものでなければならない。 

なお、登録は受注時登録又はしゅん工時登録のいずれかにおいて登録が

あればよいものとする。 

⑤ 建設共同企業体において施工した工事経歴により申請を行う場合は、請

負金額に当該共同企業体の出資割合による比率を乗じた金額とすること。 

⑥ 一件の最高完成工事（業務）経歴については、複数の業種の最高完成工

事（業務）経歴として申請することはできない。ただし、下記の表の左欄

の業種に申請したものを右欄の業種の最高完成工事（業務）経歴として申

請する場合及び⑦に該当する場合を除く。 

左 欄 （ 業 種 番 号 、 業 種

名） 
右欄（業種番号、業種名） 

23 シールド工事 

24 推進工事 

04 水道施設工事  05 下水道施設工事 

25 地下鉄工事 

⑦ 複数の業種で構成された施行案件を最高完成工事（業務）経歴として申

請を行う場合は、当該施行案件の全体の請負金額の中で、申請する業種を

施行した部分のみの金額により申請を行うこと。この場合は、当該業種の
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施行部分についての請負金額を明らかにする積算内訳書等を提示できるよ

うにしておかなければならない。ただし、当該業種の施行金額が全体の５

０％（業種番号０７の建築工事においては７０％）を超えている場合は、

当該施行案件を一つの業種の最高完成工事（業務）経歴として申請するこ

とを条件に、請負金額全額を最高完成工事（業務）経歴の金額として申請

を行うことができる。 

⑧ 単価契約等により、一定期間に同様の工事等を複数回に渡り施行した工

事（業務）経歴により申請を行う場合、一回当たりの施行における最高金

額により申請をしなければならない（期間満了後の総支払金額を請負金額

として申請してはならない。）。 

イ 主観点数 

上記アにより発注者区分別に申請した当該業種の最高完成工事（業務）経歴

のうち、最も高額な金額（ただし、発注者区分が民間であるものについては請

負金額に２分の１を乗じた金額とする。）を当該業種の主観点数とする。 

ウ 主観点数加算率 

下記の条件に該当する場合については、各条件別に記載した加算率により主

観点数の加算を行う。 

なお、複数の条件に該当した場合の主観点への加算は、加算率を合計して行

う。 

 

主観点数加算条件 加算率 

条件１ 

申請者が中小企業基本法(昭和３８年法律第１５４号)で規定す

る中小企業であり、かつ本店が東京都内にある場合(業種番号

０１道路舗装工事から業種番号１０空調工事までの業種のみ適

用) 

２０％ 

条件２ 

ＩＳＯ(国際標準化機構)９０００シリーズの９００１の認証取

得を得ている者で、認証取得後更新をしていない者(条件３に

該当しない者) 

３％ 

条件３ 

ＩＳＯ(国際標準化機構)９０００シリーズの９００１の認証取

得を得た後、３年以上登録を継続し、１回以上の更新を行い、

現在も登録をしている者 

５％ 

条件４ 

ＩＳＯ(国際標準化機構)１４０００シリーズの１４００１、

（一財）持続性推進機構認証のエコアクション２１、（一社）

エコステージ協会認証のエコステージ（ステージ２以上の認

証）、特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構認証のＫＥＳ・環境

マネジメントシステム・スタンダード（ステップ２以上の認

証）の認証取得を得ている者で、認証取得後更新をしていない

者(条件５に該当しない者) 

３％ 

条件５ 

ＩＳＯ(国際標準化機構)１４０００シリーズの１４００１、

（一財）持続性推進機構認証のエコアクション２１、（一社）

エコステージ協会認証のエコステージ（ステージ２以上の認

証）、特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構認証のＫＥＳ・環境

５％ 
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マネジメントシステム・スタンダード（ステップ２以上の認

証）の認証取得を得た後、３年以上登録を継続し、１回以上の

更新を行い、現在も登録をしている者 

※ 条件１の中小企業の条件は、中小企業基本法第２条第１項第１号に定める基

準とする。 

※ ＩＳＯ(国際標準化機構)１４０００シリーズの１４００１、（一財）持続性

推進機構認証のエコアクション２１、（一社）エコステージ協会認証のエコス

テージ（ステージ２以上の認証）、特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構認証の

ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード（ステップ２以上の認証）

の重複取得による加算率の合計は行わない。 

※ 条件２から５のＩＳＯについては、公益財団法人日本適合性認定協会(以下

「ＪＡＢ」という。)又はＪＡＢと相互認証している認定機関が認定した審査

登録機関の認証を、清瀬市と契約する営業所等において取得している場合とす

る。 

また、エコアクション２１、エコステージ、ＫＥＳ・環境マネジメントシス

テム・スタンダードの各規格については、次の表に掲げるとおりとする。 

エコアクション２１ （一財）持続性推進機構の認証を取得しているこ

と。 

エコステージ （一社）エコステージ協会第三者評価委員会による

エコステージステージ２以上の認証を取得している

こと。 

ＫＥＳ・環境マネジメン

トシステム・スタンダー

ド 

特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構又は特定非営利

活動法人ＫＥＳ環境機構と相互認証している審査登

録機関によるステップ２以上の認証を取得している

こと。 

４ 経審不要業種の客観点数の算出方法 

登録申請を行い承認された業種のうち、経審を必要としない業種に関する客観

点数は、下記の(１)から(５)により算出した点数を次の式にあてはめて得た点数

とする。 

客観点数 

=０．２５×Ｘ１＋０．１５×Ｘ２＋０．２×Ｙ＋０．２５×Ｚ＋０．１５×Ｗ 

(１) 完成工事（完成）高による点数(Ｘ１) 

当該業種の完成工事（完成）高の金額（審査対象事業年度を含む２年平均又

は３年平均を選択）を、別表５にあてはめて得た評点をＸ１とする。 

(２) 自己資本額および平均利益額による点数(Ｘ２) 

下記のＸ２１とＸ２２の点数を別表８にあてはめて得た評点をＸ２とする。 

ア 自己資本額点数(Ｘ２１) 

審査対象事業年度の自己資本の額（純資産合計の額）又は審査対象事業年度

と前審査対象事業年度の平均自己資本額（２年平均）を、別表６にあてはめて

得た評点をＸ２１とする。 



 

11 

イ 平均利益額点数(Ｘ２２) 

審査対象事業年度と前審査対象事業年度の、利払前税引前償却前利益（営業

利益＋減価償却実施額）の２年平均の額を別表７にあてはめて得た評点をＸ２

２とする。 

(３) 納税額による点数(Ｙ) 

審査対象事業年度の法人税又は所得税の納税済額を、別表９にあてはめて得

た評点をＹとする。 

(４) 技術職員数及び元請完成工事（完成）高による点数(Ｚ) 

下記のＺ１の点数に５分の４を乗じたものとＺ２の点数に５分の１を乗じた

ものの合計した数値をＺとする。 

ア 技術職員数点数（Ｚ１） 

登録申請を行った業種に従事する技術職員（直接的かつ恒常的に雇用してい

る者）の人数を下記数式に入れて計算した技術職員数値を、別表１０（１）に

あてはめて得た評点をＺ１とする。ただし、申請業種「船舶」及び「ろ過層処

理」については、当該業種に従事する技術職員（直接的かつ恒常的に雇用して

いる者）の人数に５を乗じた数値を技術職員数値とする。 

なお、１人の職員につき技術職員として申請できるのは２業種までとする。 

技術職員数値＝１級監理受講者数×６＋１級技術者数×５＋基幹技能者数×

３＋２級技術者数×２＋その他技術者数×１ 

※１級監理受講者とは、１級技術者であって、かつ、監理技術者資格者証の

交付を受けているもの（ただし、直前５年以内に講習を受講したものに限る）。 

※基幹技能者は、登録基幹技能者講習を修了したもの。 

イ 年間平均元請完成工事（完成）高点数（Ｚ２） 

当該業種の審査対象事業年度を含む２年又は３年の年間平均元請完成工事

（完成）高の金額を、別表１０（２）にあてはめて得た評点をＺ２とする。た

だし、審査対象事業年度を含む２年平均又は３年平均の選択については、Ｘ１

（完成工事高）の方法と同一でなければならない。 

(５) その他社会性等による点数(Ｗ) 

下記のＷ１からＷ４の合計した数値を別表１１(５)にあてはめて得た評点を

Ｗとする。 

ア Ｗ１は、別表１１(１)２．経審を必要としない業種により算出した数値と

する。 

イ Ｗ２は、別表１１(２)により算出した数値とする。 

ウ Ｗ３は、別表１１(３)により算出した数値とする。 

エ Ｗ４は、別表１１(４)により算出した数値とする。 

５ 変更申請に伴う主観点数の再審査 

ＩＳＯ１４０００シリーズの１４００１、エコアクション２１、エコステージ

又はＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード及びＩＳＯ９０００シリ

ーズの９００１（以下「ＩＳＯ関連」という。）に関する変更申請があった場合
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は、上記３(２)ウ主観点数加算率による主観点数の再審査を行う。ただし、業種

番号０１道路舗装工事から業種番号１０空調工事までの業種については、資本金

又は本店所在地に関する変更申請があった場合も、主観点数の再審査を行う。 

第６ 申請内容を証明する書類 

登録申請者は、申請後に清瀬市から申請内容が事実であることを証明する書面

の提示を求められたときは、これを提示又は提出しなければならない。 

第７ 競争入札参加資格の審査結果の確認、変更等 

１ 審査結果の確認 

競争入札参加資格の審査結果は、審査が終了次第、登録申請者が共同運営電子

調達サービスにて確認を行う。 

２ 資格の取消し 

以下の場合は直ちに、競争入札参加資格の取消申請をすること。 

なお、以下の定めにかかわらず、競争入札参加資格の有資格者の事情により、

その資格の全部又は登録業種の一部を取り消すことができる。 

(１) 資格有効期限内に、地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当

することとなったとき。 

(２) この公示による競争入札参加資格を有する者が、資格有効期限内に各業種

に登録申請を行うために必要な条件を満たさない状態となったとき。 

３ 変更申請 

申請内容のうち、以下の内容に変更があったときは、共同運営電子調達サービ

スのサイトにアクセスし、所定の手続により速やかに当該内容の変更を申請しな

ければならない。ただし、以下の内容以外の変更（合併、分割又は事業譲渡によ

り企業再編を行った場合を除く。）については、既に登録している資格を取り消

し、あらたに登録申請を行わなければならない。 

(１) 建設業許可番号 

(２) 商号又は名称 

(３) 代表者 

(４) 本店所在地 

(５) 登記上の本店所在地 

(６) 使用印の登録有無 

(７) 代理人 

(８) 資本金 

(９) 担当者 

(１０) ＩＳＯ関連 

(１１) 実印、代理人印、使用印 

４ 登録業種の追加 

次期の登録申請を行うまでの期間中に登録業種の追加を申請することはできな

い。 

５ 虚偽申請をした者の取扱い 
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申請に虚偽の入力又は添付書類に虚偽の記載をしたことが判明した者について

は、競争入札参加資格を与えない。 

競争入札参加資格の有資格者となった後、虚偽の申請をしたことが判明した者

については、清瀬市が定める期間、競争入札への参加はできない。 

第８ 代理申請 

１ 行政書士による行政書士登録 

(１) 行政書士の登録方法 

代理申請をしようとする行政書士は、事前にセコムトラストシステムズ株式

会社が発行する「行政書士用電子証明書」を購入のうえ、インターネットを利

用して下記共同運営電子調達サービスのサイトにアクセスし、電子証明書その

他の必要事項を共同運営電子調達サービスに登録しなければならない。 

ホームページアドレス 

https://www.e-tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/cmn/tmg/cmn/jsp/indexQ.jsp 

(２) 登録に使用できる文字 

行政書士の登録に使用できる文字は、ＪＩＳ第１水準及び第２水準とする。 

登録内容(人名、法人名等を含む。)においてこれ以外の文字を使用している

場合は、登録可能な他の漢字又はひらがなに置き換えて登録を行うこと。 

(３) シリアル番号 

行政書士の登録を行った者については、８けたの数字により構成されるシリ

アル番号を付す。 

(４) 登録の取消し 

行政書士の登録は、行政書士の事情により、いつでもその登録を取り消すこ

とができる。ただし、行政書士法第７条第１項の規定に該当することとなった

場合は、直ちに登録の取消しをしなければならない。 

(５) 変更登録 

行政書士の登録内容のうち、以下の内容に変更があったときは、共同運営電

子調達サービスのサイトにアクセスし、所定の手続により速やかに該当内容の

変更を登録しなければならない。 

ア 行政書士名 

イ 行政書士登録番号 

ウ 商号又は名称 

エ 事務所所在地 

オ 電子メールアドレス 

カ 電話番号 

２ 申請者による代理申請の設定及び解除 

代理申請を依頼する申請者は、共同運営電子調達サービスのサイトにアクセス

し、所定の手続により代理申請の設定をしなければならない。代理申請の設定を

解除する場合も同様とする。 

なお、行政書士による行政書士登録の取消しがあったときは、当該行政書士に
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かかる代理申請の設定は解除されるものとする。 

３ 行政書士による代理申請 

行政書士による代理申請について、登録申請の方法は第３の定めと、取消申請

及び変更申請に関する手続は第７の定めと同様とする。ただし、行政書士が使用

する電子証明書は、第８の１(１)の定めによるものとする。 

第９ その他 

１ 競争入札参加資格者名簿の公開 

競争入札参加資格者名簿については、共同運営電子調達サービスにおいて、適

用年月日から公開する。 

２ 申請情報の公表 

各申請者から申請された内容については、その全部又は一部を公表することが

ある。 

３ 他の地方公共団体等への情報提供 

各申請者から申請された内容及び審査結果については、契約事務に必要な範囲

で他の地方公共団体等に情報を提供することがある。 


